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現代の大名貸

生鮮取引電子化推進協議会　事務局長　　三宅　均

　今回は、食品から離れた話題を取り上げたい。

　江戸時代に大名貸なるものが行われていたことは、皆様もご承知のことと思います。徳川氏

は、 17世紀初頭に豊臣家を滅亡に追い込み、幕藩体制を確立しましたが、その要諦は、徳川

家のライバルであった外様大名には大領を与えるも遠隔地に封じ、他方江戸周辺や戦略的要地

には親藩や譜代の大名を配置し、徳川幕藩体制を揺るぎないものにするということでした。特

に、外様大名が力を蓄え、幕府に反旗を翻すことのないよう、参勤交代の義務を課し、その妻

子を江戸に住まわせ人質にとり、また大名自身には隔年で江戸と地元を往復させ、その際の大

名行列の支度に多額の費用をかけさせました。さらに、大名の持ち出しで、手伝普請などと言

われる公共事業、即ち築城であるとか、河川改修、寺社の造営・修復など、さまざまな事業に

動員しました。大名サイドは、このような多額の費用負担に対し、手持ちの現金が潤沢にある

わけではないため、しばしば有力商人からの借入金でこの費用を賄ったわけです。

　商人サイドとしては、大名は領内の取締り権や徴税権を有し、その信用も一般庶民とは比較

にならないほど強いものがあったので、進んで貸付けに応じました。江戸初期から中期にかけ

ては、この仕組みがうまく機能して、大きな問題はなかったと思われますが、やはり借金への

依存が恒常化してゆくと、財政規律が緩むのは世の常です。財政支出が拡大する一方、領内で

の凶作、米価の低落などが生じると、借金の返済が困難となり、商人に対する借入残高が累増

することとなります。

　現在は、会社が立ち行かなくなると、会社更生法や民事再生法、あるいは破産整理など一定

のルールに基づいた再建、あるいは破綻処理の仕組がありますが、江戸時代はかなり乱暴な側

面もあり、しばしば藩側による証文の破棄、踏み倒しが行われたり、逆に凶作にもかかわら

ず、債務不履行を恐れるあまり領内からコメを強制徴収して領民を飢えさせたり、商人に対し

藩士同様の役職を与えるなどの取り立てをして懐柔したり、様々な対策が取られたということ

です。また、大名貸の踏み倒しにあって破産する商人が出たり、やむを得ず追い貸しをして何

とか生き残りを図る商人もいたということです。

　このような大名貸は、江戸末期まで続き、結局明治政府による廃藩置県に伴う旧藩の債務整

理を待たざるを得ませんでしたが、明治政府の藩債処分では、総債務額の半分以下しか債務を

認めず、またその支払いも公債による長期延払いであったため、大阪の両替商などの経営に大

打撃を与えたということです。

　大名貸については、借り手である大名側の責任だけではなく、大名の信用力を過信した大商

人などの貸し手責任もあったと思います。現在、ユーロ圏経済では、ギリシャやスペインなど

の南欧諸国の国家債務の累増によるソブリンリスクによって、信用不安が高まっていますが、
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これらの国の放漫財政もさることながら、これを許して安易に貸付けに応じ、あるいは国債を

買いまくった金融機関等の貸し手責任もまた問われなければならないと思います（そのツケ

は、今まさに支払わされているのかもしれません）。

　さて、江戸時代の金融経済ですが、貨幣はもちろん金銀や銅貨といったそれ自体商品的価値

を持つ実物貨幣ですから、貨幣の流通量は、金銀、銅の産出量に依存すると思います。即ち、

貨幣量は簡単には増えず、増やすとすれば小判を改鋳して金の含有量を下げるとかするしかな

いわけです。商品経済が隆盛となって大商人が登場してくると、これら商人による貨幣の蓄積・

退蔵が生じがちです。商人が大儲けして得た金銀を蔵にしまって鍵をかけておくと、世の中に

出回る金銀が不足してデフレ傾向が生じます。紀伊国屋文左衛門は、紀州みかんや材木を売っ

て大儲けしたかねを吉原で豪遊して散財したと言われていますが、蔵に千両箱を積み上げて質

素な生活をされるよりは、豪遊しておかねをばらまき、世の中に流通させるほうが江戸経済の

ためにははるかに賢明だったと思います。

　なお、江戸時代には全く紙幣がなかったかというとそんなことはなく、いわば独立国とも言

える藩内でのみ通用する藩札が発行され流通していました。藩札の発行は、幕府貨幣である銅

貨等の決済通貨の不足によりこれを補うものとして発行されたということです。幕府通貨の藩

内での流通量を確保するためには、藩の藩際貿易量が輸出超過で貨幣流入量が大きくないと、

藩内の流通決済手段としての幕府通貨を確保できないわけです。そこで、一般庶民の少額決済

の手段として藩札の発行が行われたようです。もちろん、信用紙幣ですから安易な発行により

流通量を増大させれば信用を失い、藩内でハイパーインフレが起こるのは当然であり、そのよ

うなケースもあったようです。しかしながら、藩札は大商人との取引や藩外で行われる手伝普

請、参勤交代の費用に充てることはできないので、概して発行の規律は守られ、領内の決済通

貨として十分機能したとみられています。なお、対外的な決済手段が不足する時は、大名貸な

どに依存せざるを得なかったようです。

　そこで大名貸ですが、大名貸もある意味では、紀文大尽の役割を果たしたと言えると思いま

す。既述の通り江戸期には商品経済の興隆によりこれを担う大商人が輩出しましたが、これら

商人がその蔵に千両箱を積み上げていては世の中に出回る金銀、銅貨が不足して経済が円滑に

回らなくなり、結局は経済の停滞を招きます。大名貸は、大商人が蓄積した金銀を当時もっと

も信用力のあった大名に貸し出すことにより、通貨の死蔵を防ぎ、経済の円滑化に貢献したと

思います。大名は、借りた貨幣を使って、一部は奢侈に流れたかもしれませんが、新田開発を

したり、特産品の生産奨励をしたりといういわゆる殖産興業によって領内の経済力を増やそう

と努め、結果として江戸期の経済成長に貢献したと考えられます。

　そこで、現代の大名貸です。

　我が国は、戦後経済的な成功をおさめ、個人貯蓄が1400兆円に上るほどの蓄積を達成しま

した。江戸時代であれば、まさに各家庭が床下あたりに金庫を隠し持ち、その中に金銀を収め

ているのではないかと思います。しかし、現代では、銀行をはじめとする金融システムが発達

していることから、これら資金はほとんど金融機関に預けられ、預貯金等の金融資産の形にな
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っているわけです。

　金融機関は、預金を預かれば運用して収益を出さなければならない。収益を出さなければ役

職員の給料や店舗の運営費も賄えないから当然です。通常であれば、民間の会社が金融機関か

ら資金を借りて会社を大きくしたり、工場を近代化して生産力を高めることに使われるのでし

ょうが、人口減少や不況で民間の資金需要がない、民間会社も個人と同様過去の蓄積による貯

蓄超過でお金に困っていない。さらに追い打ちをかけているのが、デフレ経済で、借金をすれ

ば、その価値が年々重くなる（今日の1万円は、明日の方が使い出があるので、借金の重さは

時間の経過とともにますます重くなる。お金のある人は今ある借金を返すか、なるべく借金せ

ず、自己資金を使おうとする。企業も投資することによる将来のリターンと投資せずキャッシ

ュで持つことの利益を勘案して、投資を先延ばししがちになる。なお、海外投資については、

投資対象国がインフレであれば、今投資することは将来投資するよりも安くつくと思われるの

で意味がある。結局進むのは海外投資ばかりで、国内投資は停滞したままとなる。即ち国内雇

用がどんどん海外に奪われることとなる。）。結局、貸したい人ばかりで借りたい人がいないと

いうのが大まかな現下の状況ではないでしょうか。

　そこで、政府や地方公共団体の登場です。借り手がいないから経済の停滞を招くということ

で、余剰な資金の借り手として景気浮揚対策にお金を使ったわけです。このようなこともあっ

て、我が国では、 1990年代当初のバブル崩壊以降、度重なる景気浮揚策や人口高齢化に伴う

社会保障費の増加等により政府債務が累増し、国地方を合わせた公的債務残高が1000兆円近

くに上っていることは、今更私が申し上げるまでもありません。まさに現代の大名貸のような

状況になっていると言わねばなりません。現代の大名貸で気になる点は、これが経済の成長や

発展にどの程度貢献しているのかということです。江戸時代には、曲がりなりにも領内の生産

力の維持向上のため、新田開発や水路整備、特産品増産などに使われたと思うのですが、現在

はもっぱら分配の是正や社会福祉などに重点配分され、経済のパイを拡大する方向にはあまり

向かっていないのではないかと思うからです。経済社会が成熟期を迎え、成長のポテンシャル

が低下していると見られることから、やむを得ない面もあるとは思いますが、もう少しインフ

ラの整備（ダムとか道路といった古典的なインフラではなく、情報基盤や都市インフラなどの

社会的基盤整備など）とか、成長産業の育成等、未来への投資に振り向けたらいかがかと思い

ます。

　現代の大名貸が今後いかなる帰趨となるのか、何とも言えませんが、うまくコントロールさ

れて、国民生活に大きな支障を生じることのないよう、折り合いを付けていくことを期待する

ばかりです。



4

（付記）

　ところで、なぜ日本だけがデフレなのでしょうか。IMF統計によれば、 2000年代に入って

主要国のインフレ率が年平均2％程度であるにもかかわらず、ひとり日本のみがマイナス1.2％
とデフレに陥っています。すなわち、この10年間で主要国の物価は20％前後上がった一方、

我が国の物価は12％下落したということで（単利で単純計算しています。）、各国に比べて相

対的に30％も物価が下落したということです。しかしながら、貿易や資金移動に制限がなく

為替も大幅な変動がない限り、少なくとも先進国の間では自由な経済活動を通じて長期的にイ

ンフレ率も平準化していくことが期待されます。逆に先進各国のインフレ率に同調して緩やか

なインフレを行わないと、通貨高による調整（すなわち円高）を余儀なくされると思うわけで

す。つまり、インフレもまた輸入物価の上昇を通じて輸入されると考えられるわけです。我が

国においてインフレが輸入されないのは、為替が円高に振れることによって輸入物価の上昇が

為替レートで相殺され、インフレの輸入がブロックされているためだと私は考えています。つ

まり、円高によって輸入物価の上昇が相殺され、逆にその下落を通じて我が国の物価下落を招

き、更に国際競争の中で輸出価格の引き下げ努力が国内にも及んで、全体として物価下落がま

すます進んだということだと思います。普通これだけの円高になれば、輸出不振や国内のコス

ト高で国内産業が打撃を受け、貿易赤字などを通じて円安に向かうはずですが、我が国産業の

粘り腰は意外に強く、人件費の削減等のコスト削減や技術開発などにより厳しい状況に適応す

るという、いわばみんなで我慢して過剰に適応し却って悪循環に陥っているのではないかとさ

え思います。しかしながら、円高が永久に続くとは考えられません。どこかの水準で円高が止

まり、その水準が維持されるか、あるいは円安に反転していくと思います。そうなれば、為替

によるインフレの相殺が終わり、世界経済がインフレ傾向である限り徐々にインフレの輸入が

始まると考えています。すなわち、デフレが終わり、経済が正常化していくのではないかと思

うのですが、皆様はどうお考えでしょうか。
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2012 年 3 月 2 日（金）

京都市中央卸売市場第一市場

平成 23 年度 生鮮取引電子化セミナー講演録【抄出版】

お客様に分かりやすい食品表示と品質情報のトレーサビリティ

( 株 ) イシダ　統括営業企画部　マーケティング室

室長　笠井　剛　　氏

係長　國﨑　嘉人　氏

　昨今の安全、安心への関心の高まりということもあり、本日はトレーサビリティを交えて、

青果、食肉、水産物の表示の在り方についてご説明いたします。

　まず、食品に関する法律には、「食品衛生法」、「JAS法（農林物資の規格化及び品質表示の

適正化に関する法律）」、「景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）」、「計量法」、「健康増

進法（旧栄養改善法）」、「薬事法」の六法があります。そのうち、2009年9月1日に発足した消

費者庁により、食品衛生法（飲食に起因する衛生上の危害発生を防止すること）、JAS法（原

材料や原産地など品質に関する適正な表示により消費者の選択に資すること）、そして、健康

増進法（栄養の改善その他の国民の健康の増進を図ること）が所管されています。

§ JAS 法に基づく指示・公表の効果について

　2002年2月から2007年9月までに農林水産省（国）及び都道府県が行った指示・公表の合計

件数は383件あり、不正表示への抑止効果として、違反した業者名の公表は社会的に極めて厳

しいペナルティとして機能しています。

2007年 9月 26日　消費・安全局表示・規格課『JAS法における罰

則について』より引用

1 
 

○指示・公表の件数（平成１９年９月現在）

国 都道府県
～平成14年度 41 51
平成15年度 14 37
平成16年度 50 36
平成17年度 34 34
平成18年度 39 22
平成19年度 12 13

合計 190 193

○命令・公表の件数（平成１９年９月現在）

平成15年度 1
平成16年度 1
平成17年度 2
平成18年度 0
平成19年度 2

合計 6
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(株)イシダ 統括営業企画部 マーケティング室 
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係長 國﨑 嘉人 氏 

 
昨今の安全、安心への関心の高まりということもあり、本日はトレーサビリティを交え

て、青果、食肉、水産物の表示の在り方についてご説明いたします。 
まず、食品に関する法律には、「食品衛生法」、「JAS 法（農林物資の規格化及び品質表示

の適正化に関する法律）」、「景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）」、「計量法」、「健

康増進法（旧栄養改善法）」、「薬事法」の六法があります。そのうち、2009 年 9 月 1 日に

発足した消費者庁により、食品衛生法（飲食に起因する衛生上の危害発生を防止すること）、

JAS 法（原材料や原産地など品質に関する適正な表示により消費者の選択に資すること）、
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§ JAS 法に基づく指示・公表の指針の運用改善等について

　2010年10月29日に JAS法の食品表示違反に関連して、農林水産省より地方農政局長宛に、

消費者庁より都道府県知事宛に発信されました。JAS法に基づく表示違反については「指示・

公表」を基本として、常習性がなく過失による一時的なものであり、直ちに改善方策を講じて

いる場合は指導となります。この「指導」の取り扱いのうち、「直ちに改善方策を講じている

場合」の「改善方策」について、2011年1月1日より次の運用となりました。

○従来

・表示の是正（表示の修正・商品の撤去）を行っていること。

○改善後

・表示の是正（表示の修正・商品の撤去）を行っていること。

・事実と異なる表示があった旨を、社告、webサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的

確に選択し、速やかに情報提供していること。

　◆	情報提供の例（事実と異なる表示に基づいて購入した消費者に対して、情報提供できる方

法を的確に選択）

　　・違反が認められた店舗等内での掲示や webサイトにて、2週間以上告知

　　・一般日刊紙に社告を少なくとも1回掲載

　　・相手を特定できる場合には、E-mail、FAX、郵送、チラシ等により告知

　　・その他確実に情報提供できる手法による告知

　　（2011年1月　消費者庁食品表示課『食品表示に関する制度について』より引用）

JAS 法に基づく指示・公表の指針の運用イメージ
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§JAS 法に基づく指示・公表の指針の運用改善等について 

2010 年 10 月 29 日に JAS 法の食品表示違反に関連して、農林水産省より地方農政局長

宛に、消費者庁より都道府県知事宛に発信されました。JAS 法に基づく表示違反について

は「指示・公表」を基本として、常習性がなく過失による一時的なものであり、直ちに改

善方策を講じている場合は指導となります。この「指導」の取り扱いのうち、「直ちに改善

方策を講じている場合」の「改善方策」について、2011 年 1 月 1 日より次の運用となりま

した。 
 
○従来 

・表示の是正（表示の修正・商品の撤去）を行っていること。 
 
○改善後 

・表示の是正（表示の修正・商品の撤去）を行っていること。 
・事実と異なる表示があった旨を、社告、web サイトの掲示、店舗等内の告知等の方

法を的確に選択し、速やかに情報提供していること。 
 
◆情報提供の例（事実と異なる表示に基づいて購入した消費者に対して、情報提供

できる方法を的確に選択） 
・違反が認められた店舗等内での掲示や web サイトにて、2 週間以上告知 
・一般日刊紙に社告を少なくとも 1 回掲載 
・相手を特定できる場合には、E-mail、FAX、郵送、チラシ等により告知 
・その他確実に情報提供できる手法による告知 
（2011 年 1 月 消費者庁食品表示課『食品表示に関する制度について』より引用） 

 
ＪＡＳ法に基づく表示違反

常習性がなく過失による一時的なものである。その他の場合

表示の是正（表示の修正・商品の撤去）を行っている。

速やかに情報提供している。

指 導
指示・公表

（事業者名や違反事実を公表）

はい

はいいいえ

いいえ

 
JAS 法に基づく指示・公表の指針の運用イメージ 
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§食品の品質表示違反、自主公表義務化

　2009年の食品表示に関する JAS法違反は816件ありましたが、そのうち業者名が公表され

たのは39件のみでした。従来は、直ちに表示を是正するか、商品を撤去すれば、公表されま

せんでしたが、前述のように、 2011年1月以降はすべて自主公開が義務化されました。この公

表された39件の中には実際に倒産した会社もあり、品質表示ミスが経営に与えるリスクは非

常に大きくなっています。

　例えば、以下の事例は、法令違反で自主公表が必要となります。

・水産品の原産地表示間違い

　　	仕入先から「韓国産」と伝達されていたが、チラシや商品個包装に「国内産」表示して販

売してしまった。

・農産品の原材料名表示間違い

　　	仕入先から「タモギタケ」であると伝達されていたにもかかわらず、「しめじ」と表示し

て販売してしまった。

・野菜サラダの原材料名表示間違い及び原産地表示漏れ

　　	使用した原材料を重量に占める割合の多いものから順に表示していなかった。

　　主な原材料の原産地を表示すべきところを表示していなかった。

・ポテトサラダのアレルギー物質の記載漏れ

　　卵と小麦が含まれていたが、商品に貼った品質表示に表示していなかった。

・産地表示が、商品個包装と店頭 POP表示で異なっていた

　このような品質表示ミスが故意に行われるケースは殆どないものと思われます。主因はヒュ

ーマンエラー（過失）であり、このヒューマンエラーは必ず発生します。

　例えば、仕入先から FAXやエクセルデータで収集した原材料や原産地に関する情報を、手

作業で転記・加工して品質表示データを作成している場合や、品質表示の作業方法が担当者に

よって異なっている場合、加えて、計量器やラベル発行機、POPやチラシ、受発注システム

にそれぞれ入力作業を行うなど、属人的な作業を続けている場合にヒューマンエラーが起こり

易くなります。

　今述べたように、品質表示ミスの対策には、手入力など属人的作業の排除がキーポイントで

す。そのため、可能であれば投資対効果の高い品質表示作成システム等の導入が望まれます。

属人的な作業によって品質表示の精度を上げようとすると、作業人員や残業時間を増やさなけ

ればならず、何れもコスト増加につながります。また、ミスが発生し易くなり、従業員のモチ

ベーション低下にもなりかねません。そこで、システム導入によってヒューマンエラーを減ら

し、削減できた人員や時間を、売れる商品の開発や売場作りへ振り向けていくことが重要と考

えます。
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§農産物の表示について

　農産物の表示については、その内容を表す一般的な名称の記載と、国産品にあっては都道府

県名の記載（市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載することも可能）、

輸入品にあっては原産国名を記載（一般に知られている地名を原産地として記載することも可

能）が必要です。また、複数の原産地で同じ種類の農産物を混合している場合は、全体重量に

占める割合が多いものから順に記載する必要があります。なお、原産地が異なる数種類の農産

物の詰め合わせは、それぞれの農産物の名称に原産地を併記しなければなりません。

　なお、柑橘類の表示について、輸入フルーツ等は鮮度保持などのために防黴 (ぼうばい )剤
が使われている場合があります。食品衛生法では、食品添加物として一部の防黴剤の使用を認

めておりますが、使用した場合は食品添加物としての表示が必要になります。防黴剤が使用さ

れたバナナ、あんず、おうとう、かんきつ類（みかんを除く）、キウィー、ざくろ、すもも、

西洋なし、ネクタリン、びわ、マルメロ、もも及びりんごを販売する際には、最近増えている

「ばら売り」であっても、値札、品名札あるいは陳列棚などに、使用された薬剤名を分かり易

い方法で表示しなければなりません。

§食肉の表示について

　食肉の対面販売（計量販売）では、陳列した食肉毎に表示カード（プライスカード）により、

以下の項目を明確に表示しなければなりません。

　①食肉の種類・部位（「焼肉用」などの用途は任意です。）

　②原産地（※飼養期間の最も長い場所（国）が原産地となります。）

　　国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載します。

　　（※ USA等の表示は、原則的には認められません。）

　　	国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている

地名を原産地として記載することができます。

　③量目及び販売価格（100g当たりの単価）

　④冷凍及び解凍肉にあってはその表示

　⑤国産牛にあっては、個体識別番号又はロット番号

※表示カードの大きさは、

　縦 5.5cm、横 9cm以上、

　文字の大きさは 42ポイント（1.5cm）以上

　（個体識別番号、用途名、100g当たり、を除く）。
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個体識別番号 1234567895

国産 牛もも
焼肉用

100g当たり５９８円

横9cm以上

縦
5.5cm
以上

§農産物の表示について 

農産物の表示については、その内容を表す一般的な名称の記載と、国産品にあっては都

道府県名の記載（市町村名その他一般に知られている地名を原産地として記載することも

可能）、輸入品にあっては原産国名を記載（一般に知られている地名を原産地として記載す

ることも可能）が必要です。また、複数の原産地で同じ種類の農産物を混合している場合

は、全体重量に占める割合が多いものから順に記載する必要があります。なお、原産地が

異なる数種類の農産物の詰め合わせは、それぞれの農産物の名称に原産地を併記しなけれ

ばなりません。 

なお、柑橘類の表示について、輸入フルーツ等は鮮度保持などのために防黴
ぼうばい

剤が使われ

ている場合があります。食品衛生法では、食品添加物として一部の防黴剤の使用を認めて

おりますが、使用した場合は食品添加物としての表示が必要になります。防黴剤が使用さ

れたバナナ、あんず、おうとう、かんきつ類（みかんを除く）、キウィー、ざくろ、すもも、

西洋なし、ネクタリン、びわ、マルメロ、もも及びりんごを販売する際には、最近増えて

いる「ばら売り」であっても、値札、品名札あるいは陳列棚などに、使用された薬剤名を

分かり易い方法で表示しなければなりません。 
 

§食肉の表示について 
食肉の対面販売（計量販売）では、陳列した食肉毎に表示カード（プライスカード）に

より、以下の項目を明確に表示しなければなりません。 
 
①食肉の種類・部位（「焼肉用」などの用途は任意です。） 
②原産地（※飼養期間の最も長い場所（国）が原産地となります。） 
国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載します。 
（※USA 等の表示は、原則的には認められません。） 
国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られて

いる地名を原産地として記載することができます。 
③量目及び販売価格（100g 当たりの単価） 
④冷凍及び解凍肉にあってはその表示 
⑤国産牛にあっては、個体識別番号又はロット番号 

 
 

※表示カードの大きさは、 

縦 5.5cm、横 9cm 以上、 

文字の大きさは 42 ポイント（1.5cm）以上 

（個体識別番号、用途名、100g 当たり、を除く）。 
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事前包装された食肉では、包装に下記の項目を外部から見易いように明確に表示しなけ

ればなりません。 
 
①食肉の種類・部位（「焼肉用」などの用途は任意です。） 
②原産地 
国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載します。 
（※USA 等の表示は、原則的には認められません。） 
国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られて

いる地名を原産地として記載することができます。 
③冷凍及び解凍肉にあってはその表示 
④100g 当たりの単価 
⑤量目 
⑥販売価格 
⑦消費期限又は賞味期限及び保存方法 
⑧加工（包装）所の所在地 
⑨加工者の氏名又は名称 
⑩国産牛にあっては、個体識別番号又はロット番号 

 
 
※文字の大きさは 8 ポイント以上。 

 
 
 
 
 

 
§牛肉のトレーサビリティ 

牛肉トレーサビリティ法は、2003 年末に米国で発生した乳牛の BSE 問題を背景として、

2004 年 12 月 1 日から施行されました。この牛肉トレーサビリティ法のポイントは、個体

識別番号、仕入出荷年月日、仕入出荷先の名称および住所、仕入出荷重量、といった仕入

れと販売（出荷）の記録を 3 年間保存しなければならない点にあります。全体の仕組みと

して、まず、子牛が生まれると、これを家畜改良センターに届け出ます。そうすると家畜

改良センターから、10 桁の固体識別番号が割り当てられます。この固体識別番号が、肥育

中は耳標に表示され、屠畜のあと加工されて、スーパーマーケットの店頭に並んだパック

の表示ラベルまで、ずっと継承されていきます。牛肉を購入した消費者は、家畜改良セン

ターのホームページから個体識別番号を入力すると、その牛肉の流通情報が確認できます。 
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　事前包装された食肉では、包装に下記の項目を外部から見易いように明確に表示しなければ

なりません。

　①食肉の種類・部位（「焼肉用」などの用途は任意です。）

　②原産地

　　国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載します。

　　（※ USA等の表示は、原則的には認められません。）

　　	国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている

地名を原産地として記載することができます。

　③冷凍及び解凍肉にあってはその表示

　④100g当たりの単価

　⑤量目

　⑥販売価格

　⑦消費期限又は賞味期限及び保存方法

　⑧加工（包装）所の所在地

　⑨加工者の氏名又は名称

　⑩国産牛にあっては、個体識別番号又はロット番号

※文字の大きさは 8ポイント以上。

§牛肉のトレーサビリティ

　牛肉トレーサビリティ法は、 2003年末に米国で発生した乳牛の BSE問題を背景として、

2004年12月1日から施行されました。この牛肉トレーサビリティ法のポイントは、個体識別番

号、仕入出荷年月日、仕入出荷先の名称および住所、仕入出荷重量、といった仕入れと販売（出

荷）の記録を3年間保存しなければならない点にあります。全体の仕組みとして、まず、子牛

が生まれると、これを家畜改良センターに届け出ます。そうすると家畜改良センターから、

10桁の固体識別番号が割り当てられます。この固体識別番号が、肥育中は耳標に表示され、

屠畜のあと加工されて、スーパーマーケットの店頭に並んだパックの表示ラベルまで、ずっと

継承されていきます。牛肉を購入した消費者は、家畜改良センターのホームページから個体識

別番号を入力すると、その牛肉の流通情報が確認できます。
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れと販売（出荷）の記録を 3 年間保存しなければならない点にあります。全体の仕組みと

して、まず、子牛が生まれると、これを家畜改良センターに届け出ます。そうすると家畜
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牛トレーサビリティの全体像

§水産物の表示について

　水産物の表示については、内容を表す一般的な名称と、以下の原産地の記載が必要となりま

す。

　①	国産品にあっては生産した水域の名称（以下「水域名」という。）または地域名（主たる

養殖場が属する都道府県名）。ただし水域名の記載が困難な場合にあっては、水揚げした

港名または水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の記載に代えることが可能。
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　なお、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、生産水域の情報に対する消費者の関心

が高まっていることから、2011年10月5日付で水産庁より「東日本太平洋における生産水域名

の表示方法について」が発信されました。現在、市場に流通している水産物の安全性は確保さ

れていますが、検査情報を消費者にわかりやすく伝達するため、東日本太平洋側で漁獲された

水産物を中心に、生産水域の区画及び水域名を明確化し、生鮮水産物の原産地を表示すること

が奨励されています。（※表示義務ではありません。）

◆回遊性魚種の表示

　水域区分図に従って表示します。

　（例）三陸北部沖

　【回遊性魚種とは】

　　ネズミザメ、ヨシキリザメ、アオザメ、

　　いわし類、サケ・マス類、サンマ、ブリ、

　　マアジ、カジキ類、サバ類、カツオ、

　　マグロ類、スルメイカ、ヤリイカ、

　　アカイカ

◆沿岸性魚種の表示

　『○○県沖』と表示します。

　【沿岸性魚種とは】

　　回遊性魚種以外のもの

　以上のとおり、今後も食品の品質表示に対する要求はますます厳しくなるものと予想され、

それに対応していかなければならない流通業者の方々の負荷も当然大きくなるものと思われま

す。当社においては、そのような負荷を軽減すべく、日々変化するニーズを先取りし、質の高

い製品・サービスの提供を通じて社会に貢献して参りたいと思います。
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2012 年 3 月 13 日（火）

南青山会館　大会議室

平成 23 年度 生鮮取引電子化セミナー講演録【抄出版】

クラウドサービスと新ラベリング手段による環境経営

( 株 ) 寺岡システム　ASP 事業部

執行役員営業部長　杉山　悟　氏

( 株 ) 寺岡精工　包装環境事業部　

営業グループ係長　堀内 成久　氏

§クラウドサービス

本日は、寺岡グループのクラウド事業と新規のラベリング機能について、ご紹介させていた

だきます。

寺岡グループとしてクラウド事業に取り組んでから、かれこれ10年以上になります。この

クラウドサービスの対象業種は、例えばクリーニング業や飲食業、そして、やはりメインは流

通小売業になります。その流通小売業向けのクラウドサービス「netDoA（ネットドア）」の運

用を2003年からスタートしています。

netDoAの一番のセールスポイントは販売管理機能です。netDoAでは小売店舗のレジスタ

ーがWeb対応になっていて、全国に点在する店舗の販売情報が、仙台にあるデータセンター

にほぼリアルタイムで自動的に集められるようになっています（データの収集間隔は最短5分
間に設定可能）。そして、収集した販売管理情報は、店舗以外の場所からでも、例えば iPhone
などの情報端末でも、ロケーションフリーで簡単に確認することができます。そして、このよ

うに収集した膨大なデータをどのように分析していくか、それを販売戦略にどうやって活か

し、消費者に対して商品をどのようにアピールしていくか、ということが大変重要となります。

netDoAでは、商品の日別、時間帯別（1時間単位）の販売実績を保持していますので、過去（25
ヶ月間）のデータを自由に閲覧することが可能です。例えば、去年の創業祭における特売セー

ルの三日間の売上データを急いで確認したい場合でも、情報端末から手軽に閲覧ができます。

もし、この作業を、プリントアウトを綴じている過去の売上ファイルの中から探し出して行う

とすれば、ファイルの管理やデータの検索に相当な手間と時間が掛かるのではないでしょうか。
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販売管理機能の概要 
 
次は発注管理についてですが、netDoA は JCA-VAN、WEB、FTP、FAX、そして、新た

に流通 BMS にも対応しておりますので、仕入先のシステム環境に合わせた形で発注データ

を配信することが可能です。また、発注作業は netDoA の PC モニター端末や HT（ハンデ

ィーターミナル）上からも簡単に行えます。この発注データを基にして、仕入、そして販

売に繋がる、一連のマスター管理を行うことで、データの整合性や正確さが向上し、作業

の効率化にも結び付いています。 
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なお、流通小売業では HTがよく使われますが、netDoAで使われる HT（WebHT）には、

アプリケーションソフトが入っていません。アプリはデータセンターに持たせて、インターネ

ットを介して起動しています。加えて、表示できるデータ量も多いため、現場にいながらにし

て、HTで様々な情報の確認や操作ができるようになっています。

WebHT の構成図

続いて、ラベルプリンタに対するマスター管理をご紹介します。ご承知のとおり、食品全般

について、原材料や添加物、消費期限、加工日、原料原産地など、表示義務のある項目が増え

ています。そこで netDoAの機能を使えば、データセンターを経由してマスター情報を同期さ

せることにより、複数のラベルプリンタにそれらの項目の情報を同時設定することが可能で

す。また、新たな取り組みとして、「GS1データバー」という新しいバーコードシンボルを使

って、青果物の栽培履歴番号やロット番号を管理するシステムの開発も進めています。

ラベルマスター管理の概要
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棚前での作業が充実し作業時間
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ロット番号管理を目的としＧＳ1データー
バーを使った管理を開発進行中です。
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§新規ラベリング機能 
寺岡精工の包装環境事業部では、昨年より「E2 ソリューション」と銘打って、Economical

（経済的な）と Ecological（環境にやさしい）の「2 つの E でお客様の問題を解決します。」

という提案を続けており、この 2 つを同時に実現する製品づくり（E2 ソリューション）に

取り組んでいます。 
その E2 ソリューションの一例として、ライナーレスプリンタをご紹介します。このプリ

ンタが今までと大きく異なる特徴は、ライナーレスラベル、つまり台紙のないラベルに印

字できる点にあります。従来のラベルプリンタの場合は、台紙を使ったロールラベルを使

用して、予め決まった大きさにカットしてあるラベルに印字します。一方、ライナーレス

プリンタは、台紙の無いロールラベルを使用して、任意の長さにカットしたラベルに印字

することが可能です。したがって、ライナーレスプリンタは、台紙というゴミが削減でき

るのに加え、ラベルの長さを任意にカットできるため、原材料表示など商品によって内容

（長さ）の異なるラベルを印字する場合は、下図のようにラベル自体のムダも省けます。

このライナーレスプリンタについて、あるスーパーの惣菜部門で 14 日間データを取得して

検証したところ、従来ラベルと比較して、ラベル使用量が約 46.5％も削減され、非常に大

きな削減効果が確認できました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
原材料まで含めた印字に従来ラベルでは 2枚が必要で、2枚目の余白部分がロスになる。 

 
続いて、ラベルの視認性向上についてですが、従来ラベルでは、ほぼ決まった場所にほ

ぼ決まった情報しか印字できませんでした。例えば、文字の大きさの変更や、項目の増減

をしたくても、ラベルのレイアウトやデザインの制限があり、変更は容易ではありません

でした。しかし、昨今はシニア対応ということで、スーパーでも売価や消費期限の文字表

示を大きくしたい、という要望がかなり出てきています。また、節電のために店内の照明
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えているため、ラベルの表示方法が大きな課題になっています。そこでライナーレスプリンタ

を使えば、文字の大きさやレイアウトの変更が容易になるため、下図のような分かり易いラベ

ル表示が簡単にできます。

売価と消費期を大きく印字できます。

GS1 体系のバーコード運用の際も、ライナーレスプリンタは有効なツールとなります。
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情報の偏在と取引の不確実性

生鮮取引電子化推進協議会

事務局　　村上　隆

1．はじめに

取引を行う際、取引当事者の一方に取引に関わる私的情報があり、他方にはその情報がない

場合、取引においてどの様な問題が発生するでしょうか。例えば、欠陥を持っている車である

のに、それを隠して客にその車を販売する中古車販売店や、自身の健康に大きな不安があるに

もかかわらず、その情報を隠して生命保険に加入しようとする消費者などがその例になりま

す。このような状態の取引が実行された場合、一方は利得を得ますが（上記の例の場合、中古

車販売店と保険加入者）、他方は損失を被ることになります。欠陥車と知らずにその中古車を

購入した顧客は、いずれ欠陥車であることがわかるでしょう。それが分かった時点で販売店に

苦情を言っても始まりません。相手は欠陥車だということを承知の上で車を販売しているよう

な悪徳業者です。販売時点で既に欠陥があったなどと口を割るようなことは絶対しません。自

分で壊しておいてこっちのせいにするのかとか、弊社が信念を持ってやっている商売の邪魔を

する気か営業妨害だ、などと難癖をつけるに違いありません。一方、生命保険契約の場合も、

契約者が抱える大きな疾患の原因が契約時点で見つからず、また契約後すぐに病気が発症しな

ければ、その保険契約は有効になり、後に発症して入院などをしたときには、保険会社は当該

契約に基づく保険金を支払うことになるでしょう。このように取引当事者の一方が情報を隠し

ていることで、健全とは言えない取引が行わる場合に、どのような問題が発生し、いかなる対

処方法があるのかということを考察していきます。

通常の物財を考えた場合、取引の対象となる財の情報は買い手に比べ、売り手が圧倒的に情

報を有しています。したがって、取引される財そのものが複雑であればあるほど、買い手は取

引の対象となる財やサービスに関する情報をできるだけ売り手から引き出すことが必要となり

ます。つまり、取引の対象となる財の品質は無論のこと、耐久消費財であればアフターサービ

スはどの様になるのか、財の使用方法が不明の時や破損した時の対処はどうすれば良いのかな

ど、買い手にとってこれまでの購買経験から予想される購入後の対応まで情報を引き出してお

く必要が出てきます。

一方、取引当事者間で情報の偏在があることを前提とすれば、売り手は商品の販売を促進す

るため、その商品が本来持っている品質以上のことを偽って買い手に提示するかも知れませ

ん。また、自分に不利な情報は買い手に知らせない方法を取ることも可能となります。この様

に買い手の無知を利用して、売り手は有利な情報だけを伝えることにより、意図的な販売を展
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開する余地が出てきます。このことから、売り手買い手とも情報が完全であれば、成立するこ

とのなかった取引が行われるような事態が発生します。

売り手と買い手との間に情報の偏在が存在した場合に、それが取引の効率性にどの様な影響

を及ぼすかということについて、次節以降で整理をしてみましょう。

2．取引の不確実性

まず、取引の定義について明確にしておくことにします。財の交換に至るまでには、取引当

事者が特定され、売り手から買い手に提供される財の内容と買い手から売り手に支払われる対

価について取引当事者双方が合意をする交渉過程があります。しかし、必ずしも交換が実現す

るとは限らず、交換に至らない可能性も含んでいます。このことを踏まえ、本稿では、取引を

取引当事者が交換の完了に向けて行う一連の相互行為と定義しておきます。

取引を遂行する上で、取引の対象となる財やサービス、取引相手に関する情報が必要になり

ます。取引の対象である財やサービスが複雑になればなるほど、取引自体も複雑になりますが、

取引を複雑にする要因として、以下の点が挙げられます。

（1）取引のアウトプットの不確定性

（2）取引状況の不安定性

（3）情報処理能力の限界

（4）機会主義的行動

取引のアウトプットの不確定性とは、取引の対象となる財やサービスの品質を前もって、ど

の程度詳細に明確にすることができるかということです。明確にできる程度が低ければ低いほ

ど不確定性が高いと言えます。一般に、物財の場合は、その仕様をかなり詳しく明示すること

ができるため取引のアウトプットの不確定性は低いと考えられますが、ソフトウエアの開発と

いったサービス財では売り手と買い手が協働して仕様を逐次決定しながら財を完成させていく

ため、事前にアウトプットを明確に規定することは困難であり、アウトプットの不確定性は非

常に高くなります。

取引状況の不安定性は、財やサービスの取引期間中あるいは使用期間中にどの様な事象が発

生するのか前もって予見することができないことから起こる予測不可能性のことです。例え

ば、自動車メ－カ－に部品を供給している企業が、天災により工場が被災し、自動車メーカー

への部品の供給が滞り、自動車メーカーの生産量に多大な影響を与えるといった状況や、リー

ス会社がある企業とコンピュータシステムのリース契約をしたが、事前にその企業の与信を行

っていたにもかかわらずリース期間中にその企業が倒産し、リース会社がリース料の残金を回

収出来ずに損失を被るといった事例を挙げることができます。

取引のアウトプットの不確定性と取引状況の不安定性が増大すればするほど、取引を実行す

る上で必要な情報は大幅に増えていくことになります。このとき、取引当事者が取引に必要な

あらゆる情報を収集する能力と取引に関係する全ての要素を分析できる能力を備えていれば良

いのですが、情報収集には多大なコストがかかりますし、また人間が持つ情報処理能力には限
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のような事象や問題が発生するのか、それを予め予測することは到底不可能です。このこ

とから、将来発生するあらゆる事象を考慮した契約を作成し、取引を行うことは困難とな

ります。 

さらに、機会主義的行動という取引を不確実にする厄介な人間の行動が存在します。

取引において望ましい交渉とは、両当事者がそれ以前の状態に比べ、より望ましい状態に

到達し得るような交渉です。国富論を著したスコットランド出身の経済学者アダム・スミ

スは、利己心に基づいた自己利益を追求することで、社会の発展がもたらされると主張し

ました。しかし、それは利己心を前面に押し出した経済的な交換関係を考えているわけで

はありません。彼は国富論の前に道徳感情論という著書を書いています。そこでは競争が

フェアープレーのルールの下で行われるならば、社会の秩序は維持され、社会は繁栄する

という趣旨の主張をしています。逆に言えば、フェアープレーのルールを破るならば、社

会秩序は乱れ、繁栄も約束されないということになります。安定的交換関係は単なる利己

心のぶつかり合いを基礎とするのではなく、虚偽や裏切りなど信頼を損なうような行為を

排除したルールの下で成り立つというのがアダム・スミスの主張です。機械主義的行動

は、まさにアダム・スミスが考える正当な世界の逆を行くことになります。 

取引の担当者が自己利益だけを追求しさえすれば良いと考えるならば、有利な情報が

あるときには、それを最大限に生かそうとし、逆に相手に有利な情報はできる限り隠そう

とします。あるいは、取引条件の折り合いがつかなければ、この取引から手を引くとか、

別の第３者と交渉を始めるといった脅しや圧力をかけることで、できるだけ自己に有利な

条件を相手から引き出そうとするでしょう。この様に、相手が機会主義的行動を取る可能

性があれば、取引当事者はお互い相手を信用することができず、自己に有利な取引が展開

されるように駆け引きを行うことになります。以上のことから、取引の不確実性が発生す

る要因は、図１のように示すことができます。 
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取引に必要な情報量の増大 
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界があります。したがって財やサービスを取引する過程において、どのような事象や問題が発

生するのか、それを予め予測することは到底不可能です。このことから、将来発生するあらゆ

る事象を考慮した契約を作成し、取引を行うことは困難となります。

さらに、機会主義的行動という取引を不確実にする厄介な人間の行動が存在します。取引に

おいて望ましい交渉とは、両当事者がそれ以前の状態に比べ、より望ましい状態に到達し得る

ような交渉です。国富論を著したスコットランド出身の経済学者アダム・スミスは、利己心に

基づいた自己利益を追求することで、社会の発展がもたらされると主張しました。しかし、そ

れは利己心を前面に押し出した経済的な交換関係を考えているわけではありません。彼は国富

論の前に道徳感情論という著書を書いています。そこでは競争がフェアープレーのルールの下

で行われるならば、社会の秩序は維持され、社会は繁栄するという趣旨の主張をしています。

逆に言えば、フェアープレーのルールを破るならば、社会秩序は乱れ、繁栄も約束されないと

いうことになります。安定的交換関係は単なる利己心のぶつかり合いを基礎とするのではな

く、虚偽や裏切りなど信頼を損なうような行為を排除したルールの下で成り立つというのがア

ダム・スミスの主張です。機械主義的行動は、まさにアダム・スミスが考える正当な世界の逆

を行くことになります。

取引の担当者が自己利益だけを追求しさえすれば良いと考えるならば、有利な情報があると

きには、それを最大限に生かそうとし、逆に相手に有利な情報はできる限り隠そうとします。

あるいは、取引条件の折り合いがつかなければ、この取引から手を引くとか、別の第3者と交

渉を始めるといった脅しや圧力をかけることで、できるだけ自己に有利な条件を相手から引き

出そうとするでしょう。この様に、相手が機会主義的行動を取る可能性があれば、取引当事者

はお互い相手を信用することができず、自己に有利な取引が展開されるように駆け引きを行う

ことになります。以上のことから、取引の不確実性が発生する要因は、図1のように示すこと

ができます。

図 1
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取引のアウトプットの不確定性と取引状況の不安定性により取引を遂行する上で必要な情報

量が増大するとともに、人間の認知限界に起因する情報処理能力の限界と自己の欲望を最大限

達成するために機会主義的行動を取るという2つの人的要因により、取引の不確実性は増大し

ます。次節では、取引当事者にとって情報が不完全なときに発生する問題を検討します。

3．不完全情報がもたらす諸問題

経済学では、次の条件を前提として完全競争市場というものを想定します。

（1）	市場には売り手と買い手がともに多数存在し、市場全体の取引量に比べ個々の売り手

買い手の取引量は極めて小さい。

（2）同じ市場で取引される財は、完全に同質な財である。

（3）企業の市場への参入、退出は自由であり、参入退出にともなう費用は存在しない。

（4）経済主体は財の品質、価格、生産技術等に関して完全な情報を持っている。

（5）全ての財は個々の経済主体のみが利用可能な私的財であり公共財は含まない。

（6）経済主体の行動は、市場を通じることなしに、他の経済主体に直接的効果を与えない。

（7）全ての財の取引費用はゼロである。

これらの条件が整った完全競争市場の下では、パレート最適な資源配分が達成され、市場の

失敗は起こりません。パレート最適な資源配分とは、ある経済主体の効用を減らすことなしに

は、他の経済主体の効用を増加することがもはや出来ない資源配分の状況を指します。

経済学でいう上記の条件を備えた完全競争市場は、価格と取引量を考察するに際して必要な

抽象的概念としての記述ですが、市場に提供される財がどれも同質であり、売り手も買い手も

財に関して完全な情報を有しているのなら、売り手である個々の企業がわざわざマーケティン

グ活動を行う意味はないでしょう。財の品質や価格について情報が不完全であるからこそ、取

引において様々な問題が起こると考えた方が現実的です。そこで、取引当事者間で情報の偏在

が存在する場合に具体的にどのような問題が発生するのかを取り上げてみます。

ここで取り上げる情報の偏在を隠された行動と隠された情報の2つに分類します。隠された

行動とは、委託者（情報非保有者）が被委託者（情報保有者）に仕事を依頼し、被委託者がそ

の仕事を完成させることで対価を得るといった場合に、仕事の委託者が被委託者の行動を完全

には観察することができないため、被委託者が当初の契約から逸脱して自己の利益を追求する

行動を取る余地があるといった状況を指します。

例えば歩合制のセ－ルスマンの場合、日中どのような営業活動を行っているのかについて雇

用主である企業側は観察不可能ですが、通常は観察可能なセ－ルスマンの売上から、そのセ－

ルスマンの努力の程度を推定して報酬を決定するということになります。しかしながら、その

売上はセ－ルスマンの努力にのみ依存していると言い切ることはできません。たまたまセ－ル

スマンが扱っている商品の広告量を企業が増やした場合や、もともと強力なブランド力を保有

していることなどセ－ルスマンの努力以外の要因によって、売上が増加するということもあり

得ます。したがって、セールスマン本人がある程度怠慢な営業活動を行っていたとしても、一
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定の売上を上げることも不可能ではありません。企業は雇用している全てのセールスマンの行

動をいちいち監視するには莫大な費用がかかるため、セールスマンが行う営業活動について、

企業は適切なモニタリングを行えないということになります。

また、取引契約後に取引相手の行動が変化することがあります。火災保険を例にとりましょ

う。火災保険の加入者は、火災が発生した場合に損害の保障を得られるようになりますが、火

災保険に加入したことでかえって保険に加入する前より火災予防に対する注意を怠るという行

動の変化が起こり、火災の発生する確率が高くなるということが考えられます。保険会社がそ

のことを考慮し、火災保険料を高額に設定すればその火災保険を契約する人は非常に少なくな

るでしょう。保険契約を締結する前の段階で、保険会社にとって買い手が契約後にどのように

振る舞うかということについては未知の事柄であり、保険会社は保険加入者の行動を逐一監視

することができないということから問題が生じてきます。この様な問題がモラルハザードと言

われるものです。

さらに契約成立後、取引当事者の一方が契約を履行するために関係特殊的な投資をした場合

に発生する問題があります。関係特殊的投資とは、その投資の価値が当該取引にのみ有効であ

り、それ以外の取引には価値をもたない投資です。売り手が関係特殊的投資を行った後で、買

い手から不利な取引条件を出された場合、売り手はその条件を受け入れざるを得ない状況に見

舞われます。関係特殊的投資を行ったために、契約相手が取る行動によって被害を受ける問題

をホールドアップ問題といいます。

上記の問題は隠された行動から発生する問題ですが、もう一つの問題として隠された情報の

問題があります。これは契約前の情報の偏在から生じる問題であり、逆選択と呼ばれます。先

に挙げた中古車販売の事例や生命保険契約の例がそれにあたります。取引の対象となる財の品

質や契約当事者に関する情報が非対称であることから、正当な判断がなされず、正常な取引が

行われない状況が生まれます。

以上、情報の偏在がもたらす問題を記述しましたが、この様な問題は取引の効率性を損なう

要因となります。次節では、マーケティングの視点から取引を達成するための枠組みについて

検討します。

4．取引を達成するためのフレームワーク

前節で見たように、取引において情報の偏在があるときにはモラルハザ－ド、ホ－ルドアッ

プ、逆選択の問題が発生する可能性があります。これらの問題は相手に対する信頼の欠如から

発生する問題です。そこで、これらの問題に対処するため、取引当事者間の信頼を構築する上

で両者の関係に注目し、 2者間の関係をどの様に構築したら良いのかということを考えてみま

す。

市場メカニズムを通した売買を考えてみると、当事者同士は相手を単なる取引上の選択肢の

一つとしてみなします。それゆえ各々が利己的な行為を行う誘因をもつため、一方の当事者が

機会主義的行動をとった場合にコンフリクトが生じることになります。当事者がどのような行
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為を行うかということは、当事者間にどのような構造があるのか、ということによって決定さ

れます。ここでいう構造とは、当事者の比較的変化しにくい安定した相互関係とします。たと

えばスポット取引に参加する当事者同士には構造が成立していないため、機会主義的な行為を

行う余地が生まれますが、特定の当事者間で取引が繰り返された場合は、そこには構造が形成

されるため、取引費用を低下させ、不確実性を削減させる方向に働きます。

以下では、主に消費者と企業との関係を考え、不確実性を削減するために企業がどのような

行動を取ったらよいのか、その枠組みを検討することとします。消費者が日常生活を送るため

には、企業が提示する財やサービスを利用せざるを得ません。一方、企業は顧客の集合である

市場を相手にするしか利益を得ることが出来ません。企業と消費者は、このようにお互いがお

互いを必要とする関係にあります。しかし、企業が市場を利益の源泉と見なし、消費者は企業

を生活を再生産するための手段とみなすのであれば、この2者は全く別々の価値観に基づいて

行動していることになります。

全く異なった価値観を持つ2者の間に構造を作るためにはどの様にしたらよいのでしょう

か。経済学者のノースは、制度は日常生活に構造を与えることで不確実性を減少させると主張

しています。この考えを参考にすれば、消費者と企業との間で不確実性を低減させた取引を実

行するためには、何らかの制度的枠組みが必要になります。制度には、成文化された法律や組

織内の規則などのフォーマルな制度と慣習や行動規範、伝統、文化などのインフォーマルな制

度があります。われわれの社会はフォーマルな制度とインフォーマルな制度の双方によって秩

序づけられていますが、フォーマルな制度は日常における他者との関係や仕事上の活動におい

ては、制約のわずかな部分しか占めておらず、インフォーマルな制度の方がより深く浸透して

います。市場メカニズムを通した取引はフォーマルな制度下での取引であり、自己の欲求を満

たすために他者を手段的に必要とするゲゼルシャフト的な性質をもつため、企業と消費者との

間に深い関係を求めることはそれほど期待できません。そこで、企業にとってはインフォーマ

ルな制度の面から消費者との間に構造を作ることが必要となります。

財やサービスの入手のし易さ、広告、ブランド、評判、保証など企業が行うマーケティング

活動によって既にわれわれの日常生活やビジネスの分野でかなり浸透している仕組みがありま

す。これらの仕組みは企業が消費者との間に構造を作るために採用したインフォーマルな制度

として捉えることができます。このインフォーマルな制度を利用して不確実性を低減させる方

法を考えてみると、

（1）売り手側から不確実性を排除する活動を行う

（2）買い手側が不確実性を排除する活動を行う

（3）売り手と買い手がその取引の中で不確実性を低減させる活動を行う

という3つの方法が考えられます。

例えば、ブランドや保証、あるいは顧客の質を一定水準以上に維持するための会員制の導入は

売り手側が積極的に取引の不確実性を削減しようとするマーケティング活動です。なぜなら、こ

れらのシグナルによって買い手は不確実性に伴う取引費用を削減することが可能となるからです。
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一方、買い手が行う不確実性を排除する活動として、評判や売り手に対する意見の表明が挙

げられます。評判は、取引に際して買い手が不確実性をできるだけ削減するために他者の経験

を利用するものです。意見の表明は買い手が購入した財やサービスに対して何か不満を覚えた

としても直ちに取引を中止するのではなく、当該財を提供する企業に対して愛顧を持ち続けて

おり、その財が改良されたり、企業が良い方向に向かうことを期待して行う行為です。この行

為よりさらに厳しいものが関係の解消です。関係の解消は、ある企業の財やサービスをこれま

で利用してきたが、質の低下などの理由により当該財もしくは当該企業との取引を中止すると

いうものです。関係の解消という行為は、不確実性の削減に寄与するものではなく、売り手に

とって見れば買い手からの最も強烈なマイナスの意思表示です。先の意見表明を行っても財や

サービスが改善しなければ、買い手は関係の解消という最終選択肢を行使することになります。

第3の売り手と買い手が関係の中で不確実性を低減する方法の具体例として、注文住宅やソ

フトウエアの開発の取引が挙げられます。ソフトウエアの開発は企業間での取引になります

が、このような複雑な財の取引の場合、仕様の詳細を決定するまでには、かなりの時間と経験

を必要とし、買い手だけでは仕様を作成できない可能性もあります。そのような時に、売り手

は自己の専門性を発揮することによって買い手の欲望を具体的なものに仕上げていく必要があ

ります。これに深く関わるのが製品コンセプトと製品アイデアです。製品コンセプトは顧客が

抱える問題をいかに解決するかを規定するものであり、製品アイデアは製品コンセプトを具現

化したものです。売り手は自分が保有する専門知識をベースに顧客の問題を見つけ出し、その

解決方法を明らかにしますが、売り手の製品コンセプトの巧拙は特に買い手の欲望が不明確な

状態であるときに問われることになります。

また、注文住宅のようにほとんどの顧客が単発的な取引となる財については、機会主義が働

く可能性が高いと考えられますが、全ての取引に機会主義が働くわけではありません。売り手

側から見れば、ある顧客との取引は1回で終了してしまいますが、売り手は市場全体から収益

を得なければならず、当該市場の全ての顧客を収入源と考える必要があるでしょう。したがっ

て、取引当事者間でトラブルになるようなケースが複数の取引で発生すれば、その情報を知っ

た潜在顧客はその売り手との取引を控える行動を取ることでしょう。このような状況を避ける

ために、売り手は個々の取引からインフォーマルな制度である良い評判を創り出す必要があり

ます。さらに、取引を行った顧客を自社の伝道師として位置づけ、その活動を期待することも

考えられます。インターネットが普及した現代社会においては、特に悪評については素早く社

会に流布するため、企業にとっては取り返しのつかない事態に陥る可能性が出てきます。

以上のように、取引当事者間で情報が偏在した場合にいくつかの問題が発生しますが、マー

ケティング活動を行う企業の視点からこの問題への対処方法を考えた場合、物財の取引では不

確実性を削減するための解決策として、ブランドや保証といったシグナルや評判がその手段と

なります。一方、オーダーメイド型の財の取引の場合は、交換過程の中に財の完成に向けた買

い手と売り手の協働作業が入り込んでくるため、売り手が提示する製品コンセプトの巧拙が重

要になってきます。
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GS1QR コードの誕生

～モバイル利用を視野に入れた国際標準化～

◆ GS1QR コードの誕生

QRコードは日本をはじめとする東アジア諸国を中心に、携帯電話からインターネットへの

アクセスツールとして広く利用されています。その際、日本ではアクセス先の企業・サービス

の URLを直接表現した QRコードを読み取っています。商品情報も、いったん企業やブラン

ドのトップページに接続し、そこからレシピや栄養情報、またはキャンペーン等に飛ぶケース

が多くみられます。

一方、QRコードは ISO標準規格ではありましたが、GS1※1標準としては認められていませ

んでした。しかし、商品コード（GTIN ※2）と、商品に関連する情報やサービスを提供するウ

ェブサイトの URL を2次元シンボルに表示する方式として、 2011年10月に GS1QRコードが

新しい GS1標準に認定されました。

※1　	GS1とは、世界110余りの国、地域が加盟する国際的な標準化組織です。本部はベ

ルギーに置かれ、一般財団法人	流通システム開発センターは、GS1ジャパンとして

加盟しております。POSで利用する商品コードを始め、企業間データ交換メッセー

ジである EDI標準、電子タグの標準である EPCといったものを、グローバルベー

スで標準化を進めております。

※2　	GTINとは、Global	Trade	Item	Numberの略称です。GTINは、国内で JANコ

ードと呼ばれる商品コードの国際的な名称です。集合用包装コードとして利用する

ITFも、GTINに含まれます。
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◆ GS1QR コードを使用したモバイル・アプリケーションにより期待される効果

　　～食品表示の補助的な手段として利用が可能～

　1．商品コードと URL を組合せて表示することで：

　　① 個別商品情報への直接誘導が可能

　	　一般的な QRコードは、企業やブランドのトップページへのリンクをして提供すること

が殆どです。商品コードを URLに組み入れることで、商品そのものに関する情報ページ

への直接誘導が可能になります。

　	　現在、食品表示制度の一元化で検討されている食品に関する情報を提供する際の補助手

段としての活用も期待されます。

	

2 
 

◆GS1QR コードを使用したモバイル・アプリケーションにより期待される効果 
～食品表示の補助的な手段として利用が可能～ 

 

１．商品コードと URL を組合せて表示することで： 

 

① 個別商品情報への直接誘導が可能 

一般的な QR コードは、企業やブランドのトップページへのリンクをして提供する

ことが殆どです。商品コードを URL に組み入れることで、商品そのものに関する情

報ページへの直接誘導が可能になります。 
現在、食品表示制度の一元化で検討されている食品に関する情報を提供する際の補

助手段としての活用も期待されます。 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 

② 顧客のキャンペーン参加状況の把握など 

同じブランド／メーカーのキャンペーンであっても、「どの商品を購入したお客様

が参加しているのか」の集計がすぐにできるようになります。 
さらに、キャンペーン参加の際に応募者の性別や年齢などを収集することにより、

「購買商品と年齢や性別の関係」等のデータが取りやすくなり、より有効なマーケテ

ィング情報の収集が可能になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．標準的な商品コードやデータ列を利用することで： 

GS１標準に準拠した他のシステムやデータベースなどの連携も、容易に実現可能にな

ります。 
 

３．商品コードより細かい属性情報も、URL とリンクして表示が可能であることで： 

ロットやシリアル番号などの情報を利用すれば、更に詳細な情報提供やマーケティン

グの可能性も広がります。例えば製造ロットで原材料が異なる食品では、GS1QR コー

ドでスキャンした後で製造ロットを入力、または、画面のメニューから選択させて、正

しい情報で掌握するようなことも可能です。 
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　　② 顧客のキャンペーン参加状況の把握など

　	　同じブランド／メーカーのキャンペーンであっても、「どの商品を購入したお客様が参

加しているのか」の集計がすぐにできるようになります。

　	　さらに、キャンペーン参加の際に応募者の性別や年齢などを収集することにより、「購

買商品と年齢や性別の関係」等のデータが取りやすくなり、より有効なマーケティング情

報の収集が可能になります。

　2．標準的な商品コードやデータ列を利用することで：

	　GS1標準に準拠した他のシステムやデータベースなどの連携も、容易に実現可能になりま

す。

　3．商品コードより細かい属性情報も、URL とリンクして表示が可能であることで：

	　ロットやシリアル番号などの情報を利用すれば、更に詳細な情報提供やマーケティングの

可能性も広がります。例えば製造ロットで原材料が異なる食品では、GS1QRコードでスキ

ャンした後で製造ロットを入力、または、画面のメニューから選択させて、正しい情報で掌

握するようなことも可能です。
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◆GS1QR コードを使用したモバイル・アプリケーションにより期待される効果 
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報ページへの直接誘導が可能になります。 
現在、食品表示制度の一元化で検討されている食品に関する情報を提供する際の補

助手段としての活用も期待されます。 
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しい情報で掌握するようなことも可能です。 
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◆ GS1QR コードとは

GS1QRコードとは、GS1の AI※3を利用して、所定の方式でデータをシンボルに書き込んだ

コードのことで、一般的な QRコードと区別するため「GS1QRコード」と呼びます。現在の

用途はモバイルにおける商品情報やサービスの提供に限られており、商品コードと商品関連の

情報提供用 URLを表現するのが基本となりますが、商品コードの属性情報を表現することも

可能です。

GS1QRコードでは、GS1のデータであることを示す記号である FNC1※4と、AIをシンボル

に表現します。同じデータを使っても、上記の違いにより、従来の QRコードとはモザイクの

模様が変わります。本方式も、QRコードの ISOおよび JIS規格に規定されています。

例えば、流通システム開発センターの英語版 HPで説明しますと、URL情報は www.gs1jp.
org です。特定商品のコードを4012345123459とした場合、GS1QR コードでは、（01）
4012345123459（8200）www.gs1jp.orgのように表現します。

この GS1QRコードをモバイル端末で読み取ると、端末の読み取りソフトウェアによって、

www.gs1jp.org/4012345123459という URL情報を生成させて、該当 HPの情報を参照できま

す。

従来の QR と GS1QR の違い

※3　	アプリケーション識別子（Application	Identifier＝ AI）は、 1次元、 2次元のバーコ

ードシンボルや、電子タグ等の自動認識技術を介して、様々な情報を企業間で交換す

るための標準です。多様な情報を受け渡す場合、企業が個別にデータ形式を決めてし

まうと、企業間で情報を正しく理解することが難しくなり、手間やコストも膨大なも

のになります。そのため、情報項目ごとに、データの長さ、使うことができる文字種

などの表現方法をルール化して、誰でも標準的に使えるようにする必要があります。

この、データの表現方法の標準体系がアプリケーション識別子です。

※4　	データ全体の先頭に置き、GS1システム標準で定められたデータであるという宣言に

使われます。
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※3 アプリケーション識別子（Application Identifier＝AI）は、1 次元、2 次元のバーコ

ードシンボルや、電子タグ等の自動認識技術を介して、様々な情報を企業間で交換

するための標準です。多様な情報を受け渡す場合、企業が個別にデータ形式を決め

てしまうと、企業間で情報を正しく理解することが難しくなり、手間やコストも膨

大なものになります。そのため、情報項目ごとに、データの長さ、使うことができ

る文字種などの表現方法をルール化して、誰でも標準的に使えるようにする必要が

あります。この、データの表現方法の標準体系がアプリケーション識別子です。 
 
※4 データ全体の先頭に置き、GS1 システム標準で定められたデータであるという宣言

に使われます。 
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◆ GS1QR コードを利用する際の留意点

GS1QRコードの活用する際には、GS1標準の仕様に基づく表示とシンボルの読み取りを行

うこととなります。しかし、現時点では、GS1QRを読み取り、URL情報を生成するソフト

ウェアが存在しません。

さらに、その後工程として、読み取った後のデータ処理も併せて検討する必要がありますが、

URL情報に GTINが含まれているので、既存の商品コードを持つデータベースとの連携が図

り易くなるという効果も期待できます。

◆今後の課題

GS1QRコードは AIの利用によって様々なアプリケーションの開発が可能となります。し

かし、これを実現するには、GS1QRコードを読み取れるソフトウェアの開発が必要になりま

す。前述のように、現時点では GS1QRコードの読み取り処理ができる携帯電話用のアプリ

ケーションが開発されておらず、GS1QRコードを使ったモバイルアプリの導入事例はあり

ません。流通システム開発センターでは、GS1QRコードの読み取りと、企業の URL情報と

GTINから GS1QRコードを生成するソフトウェアの開発を検討しております。

▼ GS1QRについてのお問い合わせがございましたら、以下の担当にお願い致します。

　　（一般財団法人）流通システム開発センター　国際部　市原・森

　　　e-mail：jan@dsri.jp
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食品産業の将来ビジョンの概要

現在、東日本大震災を始めとして様々な課題が生じている中、食品産業についてそのあり方

や展開方向を明らかにする「食品産業の将来ビジョン」を、農林水産省が今年3月に策定しま

したので、その概要をご紹介いたします。

第1　食品産業に期待される役割

食品産業はかつて経験したことのない困難な状況に直面する中、食品産業に期待される役割

を持続的に担っていくため、生産者と消費者との絆を強める架け橋として、農林漁業の成長産

業化に参画し、資源循環から始まるバリューチェーンの形成に貢献することが期待されていま

す。

その際、我が国産業の最大のセクターとして、異業種との連携の下、イノベーションを誘発

して、新たな付加価値を生み出し、潜在的需要を喚起することで、農林漁業とともに成長し、

日本経済を牽引していくことが重要です。

　国民に対する安全な食料の安定的な供給

　国民に対して良質かつ多様な食料を供給し、豊かな生活の実現に貢献

　国産農林水産物の最大の需要者として国内農林水産業を支える

　国民経済、特に地域経済の担い手

　資源の有効利用の確保及び環境への負荷の低減

第2　食品産業をめぐる状況変化

　【国内外の市場構造等の変化】

　・人口減少・高齢化等による国内市場の量的縮小

　・中国、インド等新興国の経済発展に伴う需要増への対応

　【東日本大震災の影響と課題】

　・	平常時の生産性を確保しつつ、不測時に備えて物流等の複数のバックアップ体制の構築

を検討

　【原子力災害と消費者の信頼確保】

　・	｢ 食品衛生法上の基準値を超える農林水産物・食品は流通させない ｣ ことを旨とした適

切な対応と「日本ブランド」の再構築



＜３つの視座＞

31

　【グローバル化の急速な展開 （EPA 交渉等）】

　・	高いレベルでの EPA／ FTA網の拡大による国際貿易の拡大とそれに対応した競争力強

化への対応

第3　食品産業の目指すべき方向

　○　食品産業の目指す基本的な方向と望ましい構造

　【基本的方向】

　	　需要サイドに立った新しい付加価値の提供により、国内市場の深耕と海外市場の開拓を

戦略的に実施します。その際、食品産業事業者の共通の視座として「消費者」「地域」「グ

ローバル」を組み合わせて今後の戦略を明確化します。

　消費者起点：ライフスタイル提案による新たなマーケットの創出

　地域起点：自らが立地する地域の魅力をフル活用した事業展開

　グローバル起点：グローバルな観点での競争力強化

【将来的に望ましい構造：次の状態が並存】

①　	国内外の市場でバランス良く収益を確保するグローバル企業の一翼を担う企業群が形成

されている状態

②　	多様な農林水産物や地域の食文化を背景とする独創的な食や関連サービスを生み出す中

小企業の事業活動が活性化している状態

　○　東日本大震災と食料供給ルートの確保

　・	事業活動の持続性を高めるととともに、食品産業に期待される役割を果たしていく観点

から、効率性追求とバランスをとったリスク分散

　・	事業継続計画（BCP）の策定・見直し、フードチェーン全体のリスクの再精査、BCP
を踏まえた生産体制等の見直し

　・	国内外に対して信頼を失った日本の農林水産物・食品について、安全・品質管理体制を

構築し、官民をあげて信頼を早急に回復

第4－1　食品産業の持続的発展に向けた共通の目標

　食品関連産業全体の共通の目標

官民が適切に役割を分担し、連携して課題に取り組んでいくため、共通の目標を設定します。

　　①「食品関連産業全体の市場規模の拡大」

　　②「農林漁業の成長産業化」
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　	　この目標は、政府全体の成長戦略における目標「毎年の実質経済成長率2％」を視野に

入れつつ、食品関連産業が我が国最大の産業セクターの一つであることを踏まえ設定して

います。

　	　なお、目標の達成状況等を定期的に検証し、その評価や食品産業をめぐる国内外の状況

変化を踏まえつつ、取組や施策の見直し・改善を図ります。

　１　食品関連産業全体の市場規模の拡大にかかる目標（※市場規模は国内生産額）

　　　食品関連産業の国内生産額

　　　96兆円（2009年）⇒108兆円（2015年）⇒120兆円（2020年）

　　※　毎年、年率2％程度の経済成長を続けることで、2020年までに市場規模を120兆円に拡大。

　	　国内市場においては、健康・介護向け市場や朝食市場等を主なターゲットとして新たな

付加価値を生み出し、潜在的需要を掘り起こす等によりその深耕を図ります。

　	　海外市場においては、アジアの中・高所得者層の増加や食の外部化に対応した商品を開

発・販売するなど、成長するアジア市場の需要を確実に取り込みます。

　２　農林漁業成長産業化の目標

　　① 6次産業の市場規模 1兆円（2010年）⇒10兆円（2020年）

　　② 農林水産物・食品の輸出額：4,500億円（2011年）⇒1兆円（2020年）

　　③ 農林水産業を基盤とした新事業の創出：6兆円（2020年）

　	　異業種の事業者、研究機関等とのネットワーク化や、地域資源のフル活用による研究開
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この目標は、政府全体の成長戦略における目標「毎年の実質経済成長率２％」を視野

に入れつつ、食品関連産業が我が国最大の産業セクターの一つであることを踏まえ設定

しています。 

なお、目標の達成状況等を定期的に検証し、その評価や食品産業をめぐる国内外の状

況変化を踏まえつつ、取組や施策の見直し・改善を図ります。 

 

 
 

１ 食品関連産業全体の市場規模の拡大にかかる目標（※市場規模は国内生産額） 

食品関連産業の国内生産額 

９６兆円（2009 年）⇒１０８兆円（2015 年）⇒１２０兆円（2020 年） 

※ 毎年、年率２％程度の経済成長を続けることで、2020 年までに市場規模を 120 兆円に拡大。 

国内市場においては、健康・介護向け市場や朝食市場等を主なターゲットとして新

たな付加価値を生み出し、潜在的需要を掘り起こす等によりその深耕を図ります。 

海外市場においては、アジアの中・高所得者層の増加や食の外部化に対応した商品

を開発・販売するなど、成長するアジア市場の需要を確実に取り込みます。 

 

２ 農林漁業成長産業化の目標 
① ６次産業の市場規模 １兆円（2010 年）⇒１０兆円（2020 年） 

② 農林水産物・食品の輸出額：4,500 億円（2011 年）⇒１兆円（2020 年） 

③ 農林水産業を基盤とした新事業の創出：６兆円（2020 年） 

異業種の事業者、研究機関等とのネットワーク化や、地域資源のフル活用による研
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発、人材育成等を通じ、6次産業化や輸出、新事業の創出等を推進します。

　	　こうした取組により、多様な国産農林水産物や地域の食文化を背景とする独創的な食

品、サービスを生み出し、新たな需要を掘り起こすなどにより、農林漁業の成長産業化を

目指します。

第4－2　食品産業の持続的発展に向けた具体的取組

　食品産業事業者の重点課題

　【農林水産業とともに発展するための6次産業化への参画】

　・農林漁業者等をパートナーとする新たな事業体の立ち上げ

　・	医療、介護、福祉等の関連異業種の事業者との連携による高齢者ビジネスやストレスケ

ア事業の展開

　・	農山漁村の多面的機能を活用したグリーンツーリズムの展開等による外国人を含む観光

客の誘致促進

　【イノベーションによる新たな需要・市場の開拓】

　健康・長寿社会に向けて、医療、福祉、教育、観光、IT等異業種と連携

　　＜製造業＞

　・	医食農連携による病気予防食の開発等、健康・介護向け市場への対応、アジア等の中・

高所得者層のニーズに合った商品開発

　　＜流通業＞

　・	惣菜、調理食品、有機農産物等の高付加価値商品の販売やネット販売等の新たなサービ

スの提供、地域毎の「食」を尊重した地産地消商品の販売促進

　　＜外食産業＞

　・	薬膳レストラン等の新業態の出店や年代に応じた新メニューの開発・販売による朝食市

場等の回復

　【食品の量・質両面での安定供給】

　・原料等調達の安定化・多角化、用途別ニーズに適合した規格拡充

　・IT等を活用した合理的なフードェーンの構築

　	　輸配送の共同化や取引の電子化等により、一層のコスト削減を図ります。また、コスト

の可視化等により、生産・配送・販売等のフードチェーンの各段階の事業者が連携しつ

つ、商品の特性に応じた輸送容器の普及等の共通化や輸送機器等の合理化を進めます。

　	　さらに、現状の事業者あるいは商品別に区分されている物流の壁を乗り越えた総合物流

体制の構築を図るなど、一層の物流の効率化に取り組みます。

　	　他方、スマートフォンや多機能端末の普及を踏まえつつ、消費者の多様なニーズに的確

に対応するため、流通 BMSの導入、情報システムのクラウド化等、卸売市場を含むフー

3 
 

 

この目標は、政府全体の成長戦略における目標「毎年の実質経済成長率２％」を視野

に入れつつ、食品関連産業が我が国最大の産業セクターの一つであることを踏まえ設定

しています。 

なお、目標の達成状況等を定期的に検証し、その評価や食品産業をめぐる国内外の状

況変化を踏まえつつ、取組や施策の見直し・改善を図ります。 

 

 
 

１ 食品関連産業全体の市場規模の拡大にかかる目標（※市場規模は国内生産額） 

食品関連産業の国内生産額 

９６兆円（2009 年）⇒１０８兆円（2015 年）⇒１２０兆円（2020 年） 

※ 毎年、年率２％程度の経済成長を続けることで、2020 年までに市場規模を 120 兆円に拡大。 

国内市場においては、健康・介護向け市場や朝食市場等を主なターゲットとして新

たな付加価値を生み出し、潜在的需要を掘り起こす等によりその深耕を図ります。 

海外市場においては、アジアの中・高所得者層の増加や食の外部化に対応した商品

を開発・販売するなど、成長するアジア市場の需要を確実に取り込みます。 

 

２ 農林漁業成長産業化の目標 
① ６次産業の市場規模 １兆円（2010 年）⇒１０兆円（2020 年） 

② 農林水産物・食品の輸出額：4,500 億円（2011 年）⇒１兆円（2020 年） 

③ 農林水産業を基盤とした新事業の創出：６兆円（2020 年） 

異業種の事業者、研究機関等とのネットワーク化や、地域資源のフル活用による研
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ドチェーンの各段階の事業者間で ITを活用した情報伝達を円滑化させます。特に、商品

情報の統一化とネットワーク化による一元管理の導入を図ります。

　	　また、卸売市場については、取引情報の一層の提供を図ることにより、価格形成の透明

性を向上させ公正な取引を推進します。

　	　加えて、食品事故発生時の迅速・効率的な回収、適切な表示等を図るため、食品の入出

荷記録等の作成・保存を行うことにより、トレーサビリティの確保を推進します。

　【食品の安全、消費者の信頼確保の取組の充実】

　・食品中の放射性物質への対応や風評被害対策の実施

　・HACCP手法等の導入促進、商品等の情報を適切に広告・表示

　【持続可能な資源循環型社会の構築】

　・食品廃棄物等、包装容器の計画的な再生利用

　・食品廃棄物等の発生抑制目標の設定と返品等取引慣行の改善

　【企業の社会的責任（CSR）、研究開発の推進、人材育成の充実】

　・利害関係者とのコミュニケーション

　・研究・商品開発力の強化、研究の共同化、外部資源の活用

　行政の果たすべき役割

　【農林漁業の成長産業化に向けた取組】

　・	農林漁業成長化ファンド（仮称）の創設、プランナー等による発展段階に即した経営支

援

　・健康・長寿社会への取組（医食農連携等による商品・サービス開発）支援

　・	緑と水の環境技術革命プロジェクトの着実な推進により、他産業の革新的技術との融合

を図る取組を促進

　・	国家的マーケティング（ジャパンブランドの確立）等新たな輸出戦略に基づく輸出の促

進

　【食品の量・質両面での安定供給】

　・災害時でも機能する食品のサプライチェーン対策の推進

　・原料等の安定的な調達への支援、食料品アクセス問題への対応

　【食の安全、消費者の信頼確保の取組の充実】

　・農林水産物・食品中の放射性物質の的確な検査の実施

　・食品衛生法上の基準値内は安全であることの理解促進
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　・GAP、HACCP手法等の推進

　【事業活動の環境整備】

　・取引慣行ガイドラインの周知徹底

　・我が国基準・規格の国際標準化への貢献

　【持続可能な資源循環型社会の構築】

　・	食品廃棄物等の再生利用等の推進、温室効果ガスの削減効果等地球環境問題への対応奨

励、バイオマスの利活用推進

　・	食育等の消費者教育等を通じて、食品廃棄物等の発生抑制に向けた消費者の意識改革を

促す取組の支援

　【協働の枠組み（プラットフォーム）の構築等】

　・プラットフォームの構築による標準化・技術開発等の推進

第5　フードチェーン当事者に期待される役割分担

　食品業界団体

　企業が共同で課題解決に取り組む場合、積極的に関与します。例えば、

　・市場環境や食品安全等、業界全体に関する情報の共有・提供

　・原料等の安定的調達のための共	同購入・共同販促

　・国内外の主要産地との連携

　・食品の放射性物質等、食品安全の取組や環境問題への対応

　・コンプライアンス等のガイドライン・自主行動計画の策定・徹底

　農林漁業者

	　食品産業事業者等を対等なパートナーとして新たな事業を立ち上げ、 6次産業化に取り組

み、相互の連携を密にして新業態の創出等を推進し、地域ビジネスを活性化します。例えば、

　・食品製造業との連携の強化を通じた加工用農産物の生産・販売等

　・流通業と連携した高付加価値商品の販売

　・外食産業と連携したメニューの提案

　関連異業種の事業者

	　食品機械・包材、運送・保管、家電・調理器具、IT、医薬、医療、介護、福祉、教育、観光、

建設、化学等の関連事業者は、食品産業の新たなプレイヤーとして、食品産業事業者との連

携により新たな需要・市場を開拓します。例えば、

　・介護食の提供や食料品アクセス問題への対応
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　・ネット販売等のサービスの付加価値向上

　・	地域文化や工場見学・試食をセットにしたツアーの導入等による外国人観光客の誘致促

進等

　消費者

　・「食」を通じた新たなライフスタイルの確立への貢献

　・	自発的な情報収集、産地や工場見学、食品産業事業者との対話等を通じて、情報の真偽

を判断できる能力を高めつつ、｢ 食 ｣ に対する意識や科学的根拠に基づく理解を深める

こと

　事業基盤の強化と協働の枠組みの構築

　【事業基盤の強化】

　・	革新の思想をもってイノベーションを誘発し、新しい付加価値を創出することにより、

新たな需要・市場を開拓するとともに、その需要に見合った供給体制を構築します。

　・	特にグローバル化を進める上では、競争優位分野への重点化と競争劣位分野からの撤退

等、選択と集中を意識的に行うことにより、自らの事業基盤を強化する必要があります。

　【プラットフォームの構築】

　・	個別の「連携」を超えて、関係者が目的を共有し、初期段階から一体となって対話しな

がら、課題解決に取り組む「プラットフォーム」を構築していくことが有効です。

　【農林水産省関係の主な「協働の枠組み」】

　・「フード・コミュニケーション・プロジェクト（FCP）」
　　消費者の「食」に対する信頼向上等への取組

　・「産業連携ネットワーク」

　　食品産業を含む多様な分野と農林漁業、行政等との連携促進
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食品表示一元化の検討について

消費者庁では、昨年9月から「食品表示一元化検討会」の開催を積み重ね、食品表示の一元

化に関する法律の制定に向けて検討を行っており、今年8月にその報告書が公表されました

（http://www.caa.go.jp/foods/index12.html）。
本号に掲載しております㈱イシダ様のセミナー講演録「お客様に分かりやすい食品表示と品

質情報のトレーサビリティ」の中でも触れられておりますが、現在の食品表示のルールを主に

決めているのは「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の三法であり、今回の見直しにより、

その三法の中で食品表示に関係した部分をまとめて一元化することになります。

新しい法律案では、まず栄養成分の表示が義務づけられています。栄養成分を表示する場合

は健康増進法に従って、「エネルギー」「たんばく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム」の五

つの成分を順番に記載する決まりとなっており、栄養成分をすでに表示している食品も多くな

っていますが、現状では必ずしも表示する義務はありません。今回、表示ルールが変わる理由

は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病が増えているため、栄養表示を参考にして消費者が食品
4 4 4 4 4 4

を選ぶことが重要
4 4 4 4 4 4 4 4

になる点にあります。どの栄養成分を表示対象とするかは今後の検討により

ますが、現状の五つの成分のほかにも、摂り過ぎると心疾患の危険性を高める「飽和脂肪酸」

や「糖類」なども候補にあがっています。

また、加工食品に使う原料の産地表示を義務づけるかどうかについても検討課題となりまし

たが、原料の調達先はしばしば変更があって対応が難しいため、原料の産地表示の義務化は今

回の見直しから外れています。一方、高齢化が進展する中で、高齢者の方々にもきちんと食品

表示が読み取れるように、文字サイズを大きくするといった工夫も促しています（文字サイズ

については、現行では原則8ポイント以上とされています）。とりわけアレルギー表示、消費

期限、保存方法など、安全性の確保に関する項目を優先的に目立たせることを重視しています。

さらに「製造者」「加工者」など、各法律で使い方が食い違っている用語も整理されます。

例えば、A社が製造した食品を B社がバルクで仕入れて小分け包装した場合、現状、B社は、

食品衛生法では「製造者」、JAS法では「加工者」の扱いになっていますが、定義が異なる用

語は整理統一されます。

なお、この新法律案は来年の通常国会に提出する予定となっており、実際に栄養表示を義務

化するのは細かい条件を整えてからとなりますが、新法の施行後五年以内のスタートを目指し

ています。6次産業化が推進される昨今、生鮮流通業界においても食品表示の必要性が高まる

と予想されますが、食品表示に厳密に対応していくためには、電子商取引やラベル技術といっ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

た流通情報インフラによるデータ管理
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

が、今後ますます重要になるものと思われます。以下に

食品表示一元化検討会報告書の概要をご紹介いたします。
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食品表示一元化検討会報告書の概要
【 検討会（座長：池戸重信宮城大学特任教授）は、平成23年9月から12回開催 】

食品表示の機能： 適切な商品選択のための情報提供と、実際にその食品を

摂取する段階での安全性の確保

今日的な課題への対応のための食品表示制度の見直し

　・我が国の食生活をめぐる状況変化への対応

　（食生活の多様化、高齢化の進展、様々な情報伝達手段の普及）

　・諸外国の食品表示制度の動向を踏まえた対応

◆新たな食品表示制度の基本的な考え方

　■現行制度の枠組みと一元化の必要性

　○	食品衛生法、JAS法、健康増進法のうち、表示部分の一元化

　○	分かりやすい食品表示が必要

　　　～現行制度は複雑で、消費者、事業者、行政にとって問題

　■消費者基本法の理念と食品表示の役割

	　消費者基本法において消費者の権利とされている安全の確保と自主的かつ合理的な選択の

機会の確保の両方を実現するために重要な機能

　■新しい食品表示制度の在り方

　○	新制度の目的は、

　・食品の安全性確保に係る情報の消費者への確実な提供（最優先）に併せて、

　・消費者の商品選択上の判断に影響を及ぼす重要な情報の提供を位置付け

　○	食品衛生法と JAS法で定義が異なる用語の統一・整理

　○	より重要な情報が、より確実に消費者に伝わるようにすることが基本

　○	食品表示の文字を見やすく（大きく）するための取組の検討が必要

　■義務表示事項の範囲

　○	 	表示の義務付けは、表示により情報が得られるというメリットと、表示に要するコス

トというデメリットを、消費者にとってバランスさせることが重要

　○	 	現行の義務表示事項について、長年の議論も踏まえつつ、情報の確実な提供という観

点から検証

　○	 	新たな義務付けを行う際には、優先順位の考え方を活用

～容器包装以外の媒体での情報提供を前提とした容器包装への表示省略も考慮

　○	 	将来的にも必要に応じて見直しできるような法制度とすることが必要
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◆新たな食品表示制度における適用範囲の考え方

	　中食、外食等におけるアレルギー情報の取扱い、インターネット販売の取扱いについては、

専門的な検討の場を別途設け検討

◆新たな食品表示制度における栄養表示の考え方

　■健康・栄養政策における課題

　栄養表示が、健全な食生活の実現に向けて重要な役割を果たすことを期待

　　～生活習慣病の増加等に対応

　■国際的な栄養表示制度の動向

　2012年コーデックス委員会総会において、栄養表示の義務化に向けた見直しを合意

　■栄養表示に関する基本的な考え方

　栄養表示の義務化は、消費者側・事業者側双方の環境整備と表裏一体

　■新しい栄養表示制度の枠組み

　　＜義務化の対象＞

　・原則として、全ての加工食品、事業者に義務付け

　・対象とする栄養成分は、義務化施行までに幅広く検討

　　＜表示値の設定方法＞

　・計算値方式の導入、低含有量の場合の許容範囲の拡大等

　■栄養表示の義務化に向けての環境整備

　・計算値方式等の先行導入及びそれらを活用した表示拡大（食品、成分）の推奨

　・栄養に関する情報についての消費者への普及啓発

　・公的データベースの整備、計算ソフト等の支援ツールの充実

　■義務化導入の時期

　新法の施行後概ね5年以内を目指しつつ、環境整備の状況を踏まえ決定

・本報告書で示された基本的考え方を踏まえ、新法の立案作業に着手

　⇒成案を得た後、速やかに法案を国会に提出することが適当

・加工食品の原料原産地表示、遺伝子組換え表示などについては、一元化の機会に

　検討すべき項目とは別の事項として位置付け
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巻末コラム

寝ながら学ぶEDI

こんにちは。事務局の田中でございます。今回もざっくばらんなお話しをさせていただきた

いと思いますので、どうかお気軽にご覧願います。

さて、皆さんは IP（インターネットプロトコル）をご存知でしょうか。IPとは、インター

ネット上でデータ伝送を行うための約束事です。その IPが、今年の6月に現在主流のバージ

ョン4（IPv4）からバージョン6（IPv6）に移行しました（現状では IPv4と IPv6を並行運用

しています）。IP（IPv4）は1981年から実質的な変更は行われておらず、この間 IPは、相互

にネットワークをつないだだけの規模から今日のインターネットに至るまで、不可欠のアイテ
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突然話しは変わりますが、EDIを行うためには商品コードが重要となります。流通ビジネ

スメッセージ標準（流通 BMS）では、商品コードは原則的に G
ジーティン

TIN（JANコード）を使用す

ることがガイドラインで規定されていますが、一般的に野菜や果物、鮮魚、精肉といった生鮮

食品には JANコードが付番されていません。そこで登場するのが、生鮮標準商品コードとな

ります。生鮮標準商品コードは、POSレジで読み取れる JANコード体系（数字13桁）で整備

2 
 

の三品目について当協議会の Web ページで公開しています。  
JAN コードがメーカー毎に付番されているのに対して、生鮮標準商品コードは、

メーカー（出荷者）が異なっても、同一品種、同一規格であれば、同一コードを付

番できるところに大きな特徴があります。しかし、現状では多くの生鮮食品はロー

カルコード（独自コード）で管理されており、その場合、品名以外に規格や産地、

その他の独自情報もコードに含めていることが多いようです。また、発注用と販売

用でコードが異なったり、業態によっても商品コードに対する考え方が大きく異な

る場合が多く、これらが生鮮標準商品コードの普及を阻んでいる（標準化が進まな

い）大きな要因と考えられます。  
ちなみに青果標準商品コードの体系は以下のようになっています。  

 
 
 
 
 

① 標準品名コード（５桁）青果物の品目、品種を表すコード 

３XXXXX：野菜のコード体系 

４XXXXX：果実のコード体系 

５XXXXX：青果加工品のコード体系 

② 栽培方法区分（Ｐ）（１桁） 

０：指定なし  １：有機農産物  ２：特別栽培農産物  ３：無袋（サン） 

４：ハウスまたは温室（加温、無加温）   ５：マルチ  ６：輸入 

７～９：共通販売規格等コードエリア（リザーブコードを含む） 

③ 規格（２桁） 

商品形態、階級を表すコード 

 

青果標準商品コードの方向性 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

【【青青果果ののココーードド体体系系】】 

４９２２ ＋ 標準品名コード ＋ P ＋ 規格（ＸＸ） ＋ C/D 

（生鮮フラグ）     ①       ②      ③   （ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ） 

共通商品コード ローカルコード

①ソースマーキング

商品

共通規格商品（汎用品） ④店舗独自規格商品

②流通規格＋主要販売規格 ③左記以外（販売規格中心）

商品

コード

標準ＪＡＮコード 青果標準品名コード

4922+標準品名＋Pｘｘ＋ｃｄ

（P＝0～6）

青果標準品名コード

4922+標準品名＋Pｘｘ＋ｃｄ

（P＝７～9）

インストアコード

(2012345・・・、12345）

備考

・標準JANでソース

マーキングされた産

地パック商品(ブラン

ド品）やPB商品

・原則的に商品形態と階級

コードの組合わせで付番

・商品形態は汎用性、共通性

が高い流通規格を中心に、

一部販売規格

・②以外の共通的な販売規格

等を必要に応じて順次整備

・規格（ｘｘ）は品目ごとに設定

・②③以外の店舗の

個別性が高い商品や

販売規格などに使用
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されており、青果、水産物、食肉の三品目について当協議会のWebページで公開しています。

JANコードがメーカー毎に付番されているのに対して、生鮮標準商品コードは、メーカー（出

荷者）が異なっても、同一品種、同一規格であれば、同一コードを付番できるところに大きな

特徴があります。しかし、現状では多くの生鮮食品はローカルコード（独自コード）で管理さ

れており、その場合、品名以外に規格や産地、その他の独自情報もコードに含めていることが

多いようです。また、発注用と販売用でコードが異なったり、業態によっても商品コードに対

する考え方が大きく異なる場合が多く、これらが生鮮標準商品コードの普及を阻んでいる（標

準化が進まない）大きな要因と考えられます。

ちなみに青果標準商品コードの体系は以下のようになっています。

　　①　標準品名コード（5桁）青果物の品目、品種を表すコード

　　　　3XXXXX：野菜のコード体系

　　　　4XXXXX：果実のコード体系

　　　　5XXXXX：青果加工品のコード体系

　　②　栽培方法区分（P）（1桁）

　　　　0：指定なし　　1：有機農産物　　2：特別栽培農産物　　3：無袋（サン）

　　　　4：ハウスまたは温室（加温、無加温）　　　5：マルチ　　6：輸入

　　　　7～9：共通販売規格等コードエリア（リザーブコードを含む）

　　③　規格（2桁）

　　　　商品形態、階級を表すコード

青果標準商品コードの方向性
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・商品形態は汎用性、共通性

が高い流通規格を中心に、

一部販売規格

・②以外の共通的な販売規格

等を必要に応じて順次整備
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・②③以外の店舗の

個別性が高い商品や
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上述のように、規格や産地等の属性情報については、考え方の違いもあって標準化は難しい

面がありますが、少なくとも品名には標準コードが使えるはずなので、例えばトマトであれば、

34400という品名コードを含んだ商品コードを各社が使うようなルールができれば、業者間に

おける取引コードが整理され、マクロ的な販売戦略にも利用が可能となるため、一定の効果が

期待できるのではないでしょうか。加えて、前号の本欄でも少し触れましたが、GS1-128を利

用すれば、AI（アプリケーション識別子）を使って多くの商品属性を包含することが可能と

なります。AIは、GS1-128で表示される商品コード、事業所コード、製造年月日、ロット番

号などのデータの先頭に付けられるデータ種類とフォーマットを表す識別番号で、国際標準化

機構（ISO）により100以上の項目が標準化されています。ただし、AIの項目をご覧になれば

おわかりのとおり、食品ではどちらかといえば加工食品に向いていると思われますが、現在、

食肉の標準物流バーコードに活用されており、一部の青果にも利用実績があるようです。

GS1-128
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ようなルールができれば、業者間における取引コードが整理され、マクロ的な販売

戦略にも利用が可能となるため、一定の効果が期待できるのではないでしょうか。

加えて、前号の本欄でも少し触れましたが、GS1-128 を利用すれば、AI（アプリケ

ーション識別子）を使って多くの商品属性を包含することが可能となります。AI は、

GS1-128 で表示される商品コード、事業所コード、製造年月日、ロット番号などのデータ

の先頭に付けられるデータ種類とフォーマットを表す識別番号で、国際標準化機構（ISO）

により 100 以上の項目が標準化されています。ただし、AI の項目をご覧になればおわか

りのとおり、食品ではどちらかといえば加工食品に向いていると思われますが、現在、食

肉の標準物流バーコードに活用されており、一部の青果にも利用実績があるようです。 
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さらに u
ユーコード

codeという、あえて分類を考えないで、一律にユニークなコードを付番していく
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り、情報の問合せや追記が可能です。これによって、例えば、商品出荷後の流通状況などのデ

ータを、後から追記しつつ管理するといった利用方法が可能になっています。ちなみに ucode
は今年の6月、ITU（International	Telecommunication	Union：国際電気通信連合）の国際標

準規格（H.642）として承認されています。

ところで、昨年に作成または複製されたデジタル情報のデータ総量は1兆8000億ギガバイト

（1ギガ＝109）、つまり1.8ゼタバイト（1ゼタ＝1021）に達したといわれており、クラウド・

コンピューティングの利用拡大等に伴い、今後も毎年2倍のペースで増加が見込まれていま
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ています。ビッグデータを読み解くキーワードは3vといわれ、単にデータ量が多い（volume）
だけではなく、様々な種類・形式（variety）が含まれる非構造化データ・非定型的データを

指すことが多く、今までは管理しきれないため見過ごされてきたデータ群を、記録・保管して

即座（velocity）に解析することで、ビジネスや社会に有用な知見を得たり、これまでにない

ような新たな仕組みやシステムを産み出す可能性が高まるとされています。

今日、ソーシャルメディアやオープンシステム、フリーソフトといった情報インフラがかな

り揃っていますので、これらを利活用することで、アイデアと多少のスキルさえあれば、資金

はなくてもそこそこの仕組みを作り込めるようになってきています。自戒を込めて申し上げれ

ば、システムに振り回されてしまうのは論外ですが、心構えとしては、難しいと考えて最初か

ら敬遠するのではなく、柔軟にそれらを使いこなしていければよいのではないかと思っていま

す。とりとめのない話となりましたが、今回はこのあたりで。

生鮮取引電子化推進協議会　事務局

田中　成児
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協議会からのお知らせ 
 

 

◆平成 24 年度 生鮮取引電子化セミナーの開催 

今年度は「EDI とロジスティクスをめぐる市場流通の将来ビジョン」をテーマとして、

下記のとおりセミナー開催することといたしました。会員の皆様方には追って開催案内を

お送りいたしますので、この機会に是非ご参加くださいますようお願いいたします。 
 

開催地（会場） 開催日時 

①名古屋（名古屋市中央卸売市場北部市場） 11 月 15 日(木) 13:00 ～ 16:00 
②東 京（築地市場厚生会館） 11 月 27 日(火) 13:00 ～ 16:00 
③神 戸（神戸市中央卸売市場本場） 11 月 30 日(金) 13:00 ～ 16:00 

 

プログラム（各会場共通） 

13:00 開  会 
13:00～13:10 主催者挨拶 

13:10～13:40 
「食品産業の将来ビジョン」【基調講演】（仮題） 

農林水産省 食料産業局 食品小売サービス課 企画調査班 
企画係長 高嶋 宏樹 氏 

13:40～13:50 質疑応答 

13:50～14:40 
「EDI による市場流通効率化と今後の課題」（仮題） 

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 流通システム事業部 
流通システム室 企画営業グループ 氏福 誠治 氏 

14:40～14:50 質疑応答 
14:50～15:00 休  憩 

15:00～15:50 
「卸売市場におけるロジスティクスの先進事例」（仮題） 

東京都水産物卸売業者協会 
参与 中 幸雄 氏 

15:50～16:00 質疑応答 

16:00 閉  会 
 

お問い合わせ先：生鮮取引電子化推進協議会 事務局（担当：田中） 
TEL：03-5809-2867 

◆先進事例見学会の開催 
会員の皆様方を対象に先進事例見学会を企画いたしました。今回の見学先である㈱名港

フラワーブリッジは、2010 年 4 月に開場した中部圏内最大級の生花市場です。本市場は

「価格入力方式」の機械セリ機能を有しており、120 インチモニターが 8 面ある座席数 360
席のオークションルームや、インターネット上からもセリに参加することが可能となって

います。また、先進的な自動搬送設備も参考になるものと思いますので、ご興味のある方

は是非ご参加ください。なお、参加定員には限りがございますので、ご参加をご希望され

る場合はお早めにお申込み願います。 
 

 

見 学 先 見学日時 定 員 

株式会社 名港フラワーブリッジ 
（愛知名港花地方卸売市場） 

11 月 16 日(金) 
07:30 ～ 10:00（予定） 

20 名 

会 社 概 要 

開 場 2010 年 3 月 31 日 
所 在 地 〒455-0027 愛知県名古屋市港区船見町 34-10 
代表取締役社長 井上  稔 
従 業 員 正社員 80 名 アルバイト 約 25 名 
取 扱 高 96 億円（2011 年度実績） 

市 場 概 要 
敷 地 面 積 45,881 ㎡ 
延 べ 床 面 積 16,933 ㎡ 

構 造 鉄骨造り一部 3 階建 
駐 車 場 562 台（11,625 ㎡） 

 
お問い合わせ先：生鮮取引電子化推進協議会 事務局（担当：田中） 

TEL：03-5809-2867 
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【賛助会員のご紹介】

流通BMSへ
テキパキ・ラクラク
乗り換えよう！

データセンター設備と国内最大級
約30,000社の実績をベースに、
小売業様はもちろん、お取引先様の
スムーズな流通BMS移行を実現。

※お取引先様支援について
説明会企画～運営/EDI申請受付～登録/アンケートによる移行推進/
各種問い合わせ・移行進捗管理/パッケージ導入支援（出張サービス）等

●導入/移行計画から運用までトータルに支援
●卸・メーカー様向けEDI統合パッケージ「iTERAN/AE」をご用意 
●お取引先様支援もオールインワンで対応※
●ノウハウ豊富なSEが24時間365日体制で迅速に対応

流通BMS対応EDIサービス

◎詳しい情報はインターネットで。　　http://jp.fujitsu.com/fip/
◎お問い合わせ先／〒135-8686 東京都江東区青海2-4-32（タイム24ビル） E-mail:fip-info@cs.jp.fujitsu.com
◎データセンター／札幌、仙台、館林、東京、川崎、横浜、長野、名古屋、大阪、明石、広島、福岡

オールインワン
でご支援

お取引先様の移行も



 

EDIの切替えや導入の際は

流通BMSの採用をご検討ください

● 流通ビジネスメッセージ標準（略称・流通BMS）は経済産業省の支援の下、

多くの業界が参加して制定された標準EDIです。

● 流通BMSは下記の特長があります。

・大量データを高速で交換できるインターネット通信を利用

・どの小売業でも同じデータの形式・内容となるようにデータ書式を標準化

● 大手小売業が本格導入を表明するなど普及本番を迎えています。

詳細は下記の流通BMS協議会ホームページをご参照ください。

㈶流通システム開発センター内

流通システム標準普及推進協議会（略称・流通BMS協議会）
電話 03－5414－8505 URL：http://www.dsri.jp/ryutsu-bms/index.html





編 集 後 記

▶　変化する食品流通の現状とそれを取り巻く社会的経済的環境を客観的に把握するた
め、最新の統計資料を中心にデータを取りまとめた「食品流通ハンドブック」の最新
版を同封させていただきましたので、皆様の業務に是非ご活用いただければと思いま
す。

▶　「食の終焉」（ポール・ロバーツ	著 /神保　哲生	訳・解説：ダイヤモンド社）とい
う本を読みました。私たちは高度な食料経済の構築により、農産物や食肉、加工食品
を一年中どこでも買えるようになりましたが、低コスト・大量生産モデルを世界的規
模に拡大することで、その恩恵だけでなく、負の要素も世界中に広めてしまいました。
その負の要素とは何か、このシステムは持続可能なのか、本書では膨大な取材をもと
にこれらが明らかにされています。かなりボリュームがありますが、とてもリーダブ
ルな一冊なので、この秋の夜長にお薦めです。

▶　我が国はすでに人口減少社会に突入しましたが（先日も日本の人口が昨年度より
26万人減少したとの報道がありました）、グローバルな視点でみると人口は増加傾向
にあり、昨年には世界人口が70億人を突破しています。今までは耕地拡大や機械化
導入、品種改良等でひたすら食料増産を図ってきた人類ですが、いよいよ人口増に生
産が追いつかなくなり、かのトーマス・ロバート・マルサスの「人口論」の予言どお
り、世界的な食料不足が現実問題となりつつあります。折しも、大豆・トウモロコシ
などの主産地であるアメリカ中西部で、猛暑による干ばつなどの天候不順が続いてお
り、この影響により穀物の収穫量が大きく落ち込んでいます。これらの穀物は食用の
他、畜産飼料やバイオエタノールにも広く利用されているため、今後、食品価格の高
騰が危惧されます。

▶　生物学者の福岡伸一氏によれば（動的平衡2：木楽舎）、宇宙人が地球を観察したら、
この星を支配している生物はトウモロコシだと思うだろう、とのことです。確かに、
昨年の世界のトウモロコシの生産量は約8億㌧もあります。また、その約4割を米国
が生産する一方、日本は約1,600万㌧を輸入しています。このように見方を変えれば、
人間はトウモロコシの繁栄に無意識のうちに協力させられているのかもしれません。

▶　ロンドン五輪が無事終了し、日本は柔道陣の不振もあって金メダルこそ少なかった
ものの、総メダル数は38個（金7、銀14、銅17）で過去最高を記録しました。これで
2020年の東京五輪招致に向けての気運が、少しは盛り上がってくるのではないでしょ
うか。

（トンボ）
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